
■法テラス業務説明会・講演会実施フロー 

 

【業務説明会・講演会受付の流れ】 

 

申込
•業務説明会・講演会申込み(依頼書FAX送付)

受付
•法テラス千葉（地方事務所）にて受付

打診
•法テラス千葉にて担当講師（弁護士等）を手配

連絡

•法テラス千葉からご依頼元へ担当講師の情報伝達

•講師謝金等の支払方法の案内

日程調整
•担当講師とご依頼元にて日程・内容等の調整実施

講演実施
•業務説明会・講演会の実施

謝金支払

•ご依頼元から法テラス千葉へ講師謝金支払

•担当講師からの実施報告

・ 講演実施につきご不明の点等がございましたら、 

法テラス千葉（050-3383-5381）までご照会願います。 

 


